
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ

い
。
事
前
申
し
込
み
不
要
、
参
加
費

は
無
料
で
す
。
履
歴
書
を
複
数
お
持

ち
く
だ
さ
い
。
詳
し
い
こ
と
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
６
月
29
日
㈬　

受
付
午
前

　

10
時
30
分
〜

・
プ
レ
セ
ミ
ナ
ー　

午
前
11
時
〜
11

　

時
45
分

・
面
接
会　

午
後
１
時
〜
４
時

▼
場
所
＝
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
東
雲

　
（
つ
く
ば
市
小
野
崎
４
８
８
‐
１
）

　

  

県
労
働
政
策
課   

☎
０
２
９
‐

３
０
１
‐
３
６
４
５

http://w
w
w
.pref.ibaraki.jp/

b
u
kyo

ku
/syo

u
ko
u
/ro
sei/

h22daisuki/index.htm
l

　

７
月
の
各
種
申
請
の
受
付
期
間
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
間
＝
７
月
11
日
㈪
〜
14
日
㈭

※
定
例
総
会
は
、
７
月
25
日
㈪
の
予

定
で
す
。

 　
　
　

谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会

事
務
局　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線

８
１
２
０
〜
８
１
２
２
）

お
知
ら
せ
し
ま
す

お
知
ら
せ
し
ま
す

農
業
委
員
会
各
種
申
請

　

常
陽
年
金
相
談
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
常

陽
銀
行
顧
問
の
社
会
保
険
労
務
士
が
、

無
料
で
ご
相
談
に
応
じ
、
年
金
請
求
手

続
き
の
代
行
を
し
て
く
れ
ま
す
。

▼
予
約
方
法
＝
事
前
に
電
話
で
お
申

　

し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
予
約
電
話　

☎
58
‐
５
５
５
２

▼
日
時
＝
７
月
13
日
㈬　

午
前
10
時

　

〜
午
後
３
時 

▼
場
所
＝
常
陽
銀
行
伊
奈
支
店

　

 

常
陽
銀
行
年
金
セ
ン
タ
ー　

☎

０
２
９ 

‐
３
０
０
‐
２
８
４
４

常
陽
年
金
相
談

谷
和
原
郵
便
局

年
金
相
談

　

谷
和
原
郵
便
局
で
は
、
毎
月
無
料

問

問 問

問

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
住
宅
・
家

財
・
自
家
用
車
な
ど
に
被
害
を
受
け

た
方
は
、
所
得
税
と
同
様
に
、
損
害

金
額
に
基
づ
き
計
算
し
た
金
額
を
所

得
か
ら
控
除
（
雑
損
控
除
）
す
る
こ

と
に
よ
り
、
個
人
住
民
税
の
軽
減
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

確
定
申
告
で
申
告
す
る
方
は
、
こ

住
宅
や
家
財
な
ど
に
損

害
を
受
け
た
場
合
の
個

人
住
民
税
の
軽
減
措
置

申
問

申
問

１
．
大
き
な
地
震
が
発
生
し
た
後
は

　

所
有
す
る
危
険
物
施
設
な
ど
の
点

　

検
を
行
い
、
油
が
漏
れ
て
い
な
い

　

か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
、

　

農
業
用
ボ
イ
ラ
ー
の
貯
油
タ
ン
ク

　

に
接
続
さ
れ
た
配
管
の
破
損
な
ど

　

に
よ
る
漏
え
い
が
多
い
の
で
、
十

　

分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

２
．
一
定
数
量
以
上
の
石
油
類
を
貯

　

蔵
す
る
場
合
は
、
消
防
法
令
違
反

　

と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、 

　

事
前
に
消
防
機
関
へ
確
認
し
て
く

　

だ
さ
い
。

３
．
油
の
流
出
を
発
見
し
た
際
は
、　

　

や
か
に
最
寄
り
の
市
町
村
、
消
防
機

　

関
な
ど
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

  

常
総
広
域
消
防
本
部
予
防
課    

☎
23
‐
０
９
０
４

施
設
所
有
者
の
皆
さ
ん

へ
、
地
震
時
の
油
流
失

事
故
に
注
意

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
で
は
、「
い
じ
め
」や
児
童
虐
待
な
ど
、

子
ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問

題
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
的
に
、
全
国

全
国
一
斉
「
子
ど
も

人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間

の
年
金
相
談
会
を
実
施
し
、
年
金
の

代
行
手
続
き
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
予
約
方
法
＝
事
前
に
電
話
で
お
申

　

し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
予
約
電
話　

☎
52
‐
６
９
１
１

▼
日
時
＝
７
月
24
日
㈰　

午
前
９
時

　

〜
午
後
４
時 

▼
場
所
＝
谷
和
原
郵
便
局

　

  　

谷
和
原
郵
便
局   

☎
52 

‐

６
９
１
１

の
軽
減
措
置
の
手
続
き
は
、
基
本
的

に
不
要
で
す
。

　

  

伊
奈
庁
舎
税
務
課
・
市
民
税
係

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
３
２
〜

１
１
３
４
）

一
斉
に
「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間
を
実
施
し
、
悩
み
を
持
っ
た

お
子
さ
ん
や
保
護
者
の
方
か
ら
の
相
談

に
応
じ
ま
す
。

　

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
電
話
番
号

☎
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

　
（
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

▼
相
談
員
＝
法
務
局
職
員
、
人
権
擁
護

　

委
員

▼
期
間
＝
６
月
27
日
㈪
〜
７
月
３
日
㈰

▼
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

　

ま
で
（
た
だ
し
、
土
、
日
曜
日
は
午

　

前
10
時
〜
午
後
５
時
）

問
　

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
に
一
緒
に
、
解

決
へ
の
道
を
探
し
ま
し
ょ
う
。
経
験

豊
か
な
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
、不
登
校
・

引
き
こ
も
り
の
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。

▼
日
時
＝
毎
週
第
１
土
曜
日　

午
後 

    

１
時
30
分
〜
３
時
30
分　
　

   

▼
場
所
＝
取
手
市
ゆ
う
あ
い
プ
ラ
ザ

　
（
取
手
市
白
山
５
‐
１
‐
１　

白

　

山
公
民
館
隣
）

▼
参
加
費
＝
１
０
０
０
円

▼
後
援
＝
つ
く
ば
み
ら
い
市
教
育
委 

　

員
会
・
取
手
市
教
育
委
員
会
・
守  

    

谷
市
教
育
委
員
会

　
  

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
次
世
代
教
育
セ
ン

タ
ー　

☎
０
９
０
‐
３
１
３
７
‐

５
５
１
１

不
登
校
・
引
き
こ
も
り

相
談

、
速
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